
〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例

研
　
究
　
一
一
〕

支
払
保
証
委
託
契
約
を
締
結
す
る
方
法
に
よ
り
強
制
執
行
停
止
の
担
保
が
立
て
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
同
契
約
締
結
の
際
に
さ
れ
た

定
期
預
金
の
払
戻
請
求
権
に
対
し
て
転
付
命
令
を
得
た
同
契
約
の
当
事
者
以
外
の
第
三
者
が
担
保
の
取
消
し
の
申
立
て
を
す
る
こ
と

の
可
否

最
高
裁
平
成
一
五
年
三
月
一
四
日
第
二
小
法
廷
決
定
（
最
高
裁
平
一
四
（
許
）
第
三
二
号
）
担
保
取
消
申
立
て
却
下
決
定
に
対
す
る

許
可
抗
告
事
件
、
判
例
時
報
一
八
二
九
号
七
六
頁
。

判例研究

〔
事
　
実
〕

　
X
は
、
Y
に
対
し
て
、
金
員
の
支
払
い
を
求
め
る
訴
え
を
甲
地
裁

に
提
起
し
、
こ
れ
を
認
容
す
る
仮
執
行
宣
言
付
判
決
を
得
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
Y
が
、
控
訴
を
す
る
と
と
も
に
強
制
執
行
の
停
止
（
民

訴
三
九
八
条
一
項
三
号
）
を
申
し
立
て
た
と
こ
ろ
、
乙
高
裁
は
、
Y

が
三
〇
万
円
を
限
度
と
す
る
支
払
保
証
委
託
契
約
を
締
結
し
た
と
き

は
（
民
訴
四
〇
〇
条
二
項
・
七
六
条
・
民
訴
規
二
九
条
）
、
強
制
執

行
を
停
止
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
。
Y
は
、
こ
の
決
定
に
基
づ
き
、

A
銀
行
と
の
問
で
、
支
払
保
証
委
託
契
約
を
締
結
し
た
。
A
銀
行
は
、

Y
に
対
す
る
将
来
の
求
償
債
権
を
担
保
す
る
た
め
に
、
Y
に
三
〇
万

円
の
定
期
預
金
を
差
し
入
れ
さ
せ
、
こ
の
定
期
預
金
払
戻
請
求
権
の

上
に
質
権
を
設
定
し
た
。

　
X
は
、
こ
の
定
期
預
金
払
戻
請
求
権
に
つ
き
、
甲
地
裁
に
お
い
て

転
付
命
令
を
得
た
（
転
付
命
令
の
根
拠
と
な
っ
た
債
務
名
義
が
何
で

あ
る
か
は
、
記
録
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
）
。
そ
こ
で
、
X
は
、
こ

の
三
〇
万
円
の
定
期
預
金
の
払
戻
し
を
受
け
る
た
め
に
、
本
件
の
原

審
で
あ
る
乙
高
裁
に
対
し
、
本
件
転
付
命
令
に
よ
り
担
保
取
戻
請
求

権
を
特
定
承
継
し
た
旨
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、
担
保
権
利
者
と
し
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て
担
保
取
消
し
に
同
意
す
る
旨
の
書
面
を
添
付
し
て
、
担
保
取
消
し

の
申
立
て
（
民
訴
四
〇
〇
条
二
項
・
七
九
条
）
を
し
た
。

　
原
審
は
、
X
は
転
付
命
令
に
よ
り
支
払
保
証
委
託
契
約
上
の
地
位

を
譲
り
受
け
た
の
で
は
な
く
、
同
契
約
に
際
し
て
Y
が
A
銀
行
に
預

け
入
れ
た
定
期
預
金
の
払
戻
請
求
権
を
取
得
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
担
保
提
供
者
ま
た
は
担
保
取
戻
請
求
権
を
承
継
取
得
し

た
者
に
は
該
当
せ
ず
、
本
件
担
保
取
消
し
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
し
て
、
X
の
申
立
て
を
却
下
し
た
。
X
は
、
原
審
で
あ

る
乙
高
裁
に
許
可
抗
告
の
申
立
て
を
し
、
原
審
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
抗
告
棄
却
。

』
定
の
金
額
を
限
度
と
す
る
支
払
保
証
委
託
契
約
を
締
結
す
る
と

い
う
方
法
に
よ
っ
て
担
保
を
立
て
る
こ
と
を
条
件
に
、
仮
執
行
宣
言

付
第
一
審
判
決
の
強
制
執
行
を
停
止
す
る
旨
の
決
定
に
基
づ
き
、
被

告
が
、
金
融
機
関
と
の
間
で
支
払
保
証
委
託
契
約
を
締
結
す
る
と
と

も
に
、
上
記
金
額
と
同
額
の
定
期
預
金
を
し
た
と
こ
ろ
、
第
三
者
が
、

転
付
命
令
に
よ
り
、
こ
の
定
期
預
金
払
戻
請
求
権
を
取
得
し
た
場
合

に
お
い
て
、
上
記
第
三
者
が
上
記
担
保
の
取
消
し
の
申
立
て
を
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
旨
の
原
審
の
判

断
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
原
決
定
に
所
論
の

違
法
は
な
く
、
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

〔
評
　
釈
〕

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

一
　
支
払
保
証
委
託
契
約
は
、
担
保
権
利
者
が
担
保
提
供
義
務
者
に

対
し
て
損
害
賠
償
請
求
権
等
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き
に
は
、
銀
行

等
の
金
融
機
関
が
担
保
提
供
義
務
者
に
代
わ
っ
て
そ
の
支
払
い
を
す

る
こ
と
を
、
担
保
提
供
義
務
者
と
金
融
機
関
と
の
間
で
約
す
る
契
約

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
金
融
機
関
が
損
害
賠
償
請
求
権
等
に
つ
い
て

支
払
保
証
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
訴
訟
法
上
の
担
保
の
提
供
に
代
替

す
る
機
能
を
営
む
も
の
で
あ
る
。

　
最
初
は
、
民
事
執
行
法
の
制
定
に
伴
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

が
（
民
執
一
五
条
一
項
、
民
執
規
一
〇
条
）
、
一
九
七
九
年
の
民
訴

法
改
正
に
よ
っ
て
、
本
件
の
よ
う
な
訴
訟
法
上
の
担
保
に
つ
い
て
も

導
入
さ
れ
（
旧
民
訴
］
二
一
条
、
旧
民
訴
規
二
条
の
二
）
、
現
行
の

民
訴
法
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
民
訴
七
六
条
、
民
訴
規
二
九
条
）
。

そ
れ
ま
で
の
立
担
保
の
制
度
に
お
い
て
は
、
当
事
者
が
特
別
の
契
約

を
し
た
場
合
を
除
き
、
金
銭
ま
た
は
有
価
証
券
を
供
託
す
る
方
法
に

限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
損
害
賠
償
請
求
権
等
の
支
払
義
務
の
有
無

が
確
定
す
る
ま
で
資
金
が
固
定
さ
れ
、
担
保
提
供
義
務
者
は
不
必
要

な
経
済
的
負
担
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
支
払
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保
証
委
託
契
約
の
締
結
に
よ
る
場
合
に
は
、
資
金
繰
り
や
利
息
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
〉

関
係
で
担
保
提
供
義
務
者
に
と
っ
て
有
利
で
あ
り
、
他
方
、
担
保
権

利
者
と
し
て
も
、
支
払
能
力
に
不
安
の
な
い
金
融
機
関
の
保
証
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

れ
ば
、
供
託
に
比
べ
て
不
利
益
は
な
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、

現
在
で
は
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
支
払
保
証
委
託
契
約
の
法
的
性
質
は
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

約
（
民
五
三
七
条
～
五
三
九
条
）
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
担
保
権
利
者
の
金
融
機
関
に
対
す
る
支
払
請
求
権
は
、
担

保
権
利
者
が
金
融
機
関
に
対
し
て
受
益
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
に

発
生
し
（
民
五
三
七
条
二
項
）
、
こ
れ
に
よ
っ
て
金
融
機
関
に
直
接

に
支
払
い
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
担
保
権
利
者
と
金
融
機
関

と
の
問
で
は
、
保
証
債
務
関
係
（
民
四
四
六
条
以
下
）
が
成
立
す
る

と
解
さ
れ
て
い
る
。
保
証
債
務
が
成
立
す
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
担

保
権
利
者
が
受
益
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
と
解
す
る
見
解
も
あ
る

が
、
裁
判
所
の
定
め
た
金
額
を
限
度
と
し
て
支
払
保
証
委
託
契
約
の

締
結
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
発
令
裁
判
所
に
証
明
さ
れ
た
と
き
に
、
担

保
権
利
者
と
金
融
機
関
と
の
問
で
保
証
契
約
が
成
立
し
た
も
の
と
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
当
事
者
の
認
識
や
実
務
の
状
況
に

照
ら
す
と
、
後
者
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
支
払
保
証
委
託
契
約
は
、
第
三
者
供
託
が
許
さ
れ
る
の
と
同
様
に

第
三
者
を
支
払
保
証
委
託
者
と
し
て
締
結
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
は
、
担
保
提
供
義
務
者
と
金
融
機
関
と
の
問
で

締
結
さ
れ
る
。
金
融
機
関
が
、
支
払
保
証
委
託
契
約
に
基
づ
い
て
担

保
権
利
者
に
債
務
を
履
行
し
た
場
合
に
は
、
金
融
機
関
は
、
支
払
保

証
を
委
託
し
た
担
保
提
供
義
務
者
に
対
し
て
求
償
権
を
取
得
す
る
が
、

こ
う
し
た
将
来
に
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
求
償
権
の
支
払
い
を
担

保
す
る
た
め
に
、
金
融
機
関
は
、
担
保
提
供
義
務
者
に
支
払
保
証
の

限
度
額
と
同
額
の
定
期
預
金
を
さ
せ
る
か
、
す
で
に
定
期
預
金
が
存

在
し
て
い
る
場
合
に
は
こ
れ
を
利
用
し
て
、
そ
の
定
期
預
金
の
払
戻

請
求
権
の
L
に
質
権
の
設
定
を
受
け
る
こ
と
が
、
］
般
的
に
行
わ
れ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
担
保
提
供
義
務
者
と
金
融
機
関
と
の
聞
で
成
立

し
た
定
期
預
金
の
払
戻
請
求
権
に
つ
い
て
、
担
保
権
利
者
が
転
付
命

令
を
得
た
場
合
に
、
そ
の
担
保
権
利
者
が
当
該
立
担
保
の
担
保
取
消

申
立
権
ま
で
取
得
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
て
下
級
審

の
裁
判
例
が
分
か
れ
て
お
り
、
学
説
に
お
い
て
も
見
解
が
分
か
れ
て

い
た
。
本
決
定
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
き
、
最
高
裁
の
判
断
が
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

め
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二
　
訴
訟
法
上
の
立
担
保
の
方
法
と
し
て
支
払
保
証
委
託
契
約
を
締

結
す
る
際
に
、
そ
の
求
償
権
を
確
保
す
る
た
め
に
積
ま
れ
た
定
期
預

金
の
払
戻
請
求
権
に
つ
き
転
付
命
令
を
得
た
担
保
権
利
者
が
、
担
保
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取
消
し
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
、
本
件
決
定
以
前
の
裁
判
例
と
し
て
は
大
阪
高
裁
に
お
け
る

二
件
が
見
ら
れ
る
が
、
両
者
は
そ
の
立
場
を
異
に
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
ま
ず
、
大
阪
高
決
昭
和
六
〇
年
五
月
一
四
日
は
肯
定
説
を
採
る
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
「
通
常
の
供
託
の
方
法
に
よ
る
担
保
提
供

の
場
合
に
お
い
て
も
、
担
保
権
利
者
が
担
保
供
与
者
の
供
託
物
取
戻

請
求
権
を
差
押
え
て
転
付
命
令
を
得
た
と
き
に
は
、
担
保
権
利
者
は

自
ら
担
保
取
消
の
申
立
が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
通
常
の
担

保
提
供
の
方
法
に
よ
る
場
合
に
、
担
保
の
実
質
を
有
す
る
の
は
供
託

物
で
あ
り
そ
の
取
戻
請
求
権
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
本
件
に
お
い
て

担
保
の
実
質
を
有
す
る
の
は
、
支
払
保
証
で
あ
る
と
と
も
に
前
示
定

期
預
金
債
権
で
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
示
定
期
預
金
債
権
が
相

手
方
に
移
転
す
る
と
と
も
に
担
保
の
取
消
申
立
権
も
相
手
方
に
移
転

す
る
と
解
す
る
の
が
、
債
務
名
義
を
有
す
る
債
権
者
の
権
利
確
保
上

相
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
大
阪
高
決
平
成
九
年
一
一
月
二
一
日
は
否
定
説
を

（
7
）

採
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
定
期
預
金
債
権
と
支
払
保
証
委
託
者

の
地
位
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
差
押
転
付
命
令
に
よ

っ
て
、
被
申
立
人
の
支
払
保
証
委
託
契
約
上
の
地
位
が
申
立
人
に
移

転
す
る
も
の
で
は
な
い
。
右
定
期
預
金
債
権
に
は
右
契
約
上
の
被
申

立
人
の
債
務
を
担
保
す
る
た
め
に
質
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
受

託
者
の
銀
行
が
担
保
を
要
求
す
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
銀
行
の
自
由

で
あ
っ
て
、
右
質
権
設
定
は
支
払
保
証
委
託
契
約
に
必
ず
と
も
な
う

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
支
払
保
証
委
託
契
約
締
結
の
方
法
に
よ
る
担

保
が
担
保
と
し
て
実
効
が
あ
る
の
は
、
保
証
人
の
銀
行
が
支
払
能
力

に
疑
問
が
な
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
被
申
立
人
の
預
金
債
権
に
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
供
託
所
に
金
銭
を
供
託
す
る
方
法
に
よ
り

担
保
が
提
供
さ
れ
た
場
合
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
供
託
金
取
戻
請
求

権
が
転
付
さ
れ
た
場
合
に
関
す
る
判
例
を
本
件
に
類
推
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
す
る
。

　
他
方
、
学
説
に
も
肯
定
説
と
否
定
説
が
見
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、

肯
定
説
を
採
る
学
説
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
等
に

お
け
る
簡
単
な
記
述
で
あ
り
、
肯
定
説
を
採
る
理
由
と
し
て
は
前
掲

の
大
阪
高
決
昭
和
六
〇
年
五
月
一
四
日
が
引
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で

（
8
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
否
定
説
の
可
能
性
が
あ
り
得
る
こ
と
が
認
識

さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
否
定
説
を
採
る
学
説
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
自
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

的
な
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
見
解
も
、
定
期
預

金
債
権
と
支
払
保
証
委
託
契
約
と
は
本
質
的
に
無
関
係
で
あ
り
、
定

期
預
金
債
権
に
つ
い
て
転
付
命
令
を
得
た
か
ら
と
い
っ
て
、
担
保
提

供
者
の
地
位
ま
で
も
承
継
す
べ
き
理
由
は
な
い
こ
と
を
、
主
た
る
理

由
と
し
て
い
る
。
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三
　
こ
の
よ
う
に
、
肯
定
説
と
否
定
説
が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
理
由

を
付
し
て
肯
定
説
を
論
じ
て
い
る
の
は
、
大
阪
高
決
昭
和
六
〇
年
五

月
］
四
日
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
決
定
の
論
拠
を
あ
ら
た
め
て

整
理
し
て
み
る
と
、
大
き
く
次
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
は
、
供
託
の
方
法
に
よ
る
担
保
提
供
の
場
合
に
は
、
担
保
提
供

者
の
有
す
る
供
託
物
取
戻
請
求
権
に
つ
い
て
転
付
命
令
を
得
た
者
は
、

担
保
取
消
申
立
権
を
承
継
す
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
支
払
保
証
委

託
契
約
の
方
法
に
よ
る
担
保
提
供
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同

じ
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
第
二
は
、
支
払
保
証
委
託
契
約
の

方
法
に
よ
る
担
保
提
供
は
、
金
融
機
関
に
よ
る
人
的
担
保
の
形
式
を

と
っ
て
い
る
が
、
現
実
に
は
定
期
預
金
債
権
に
担
保
の
実
質
が
あ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
定
期
預
金
債
権
の
移
転
に
よ
っ
て
担
保
取
消
申
立

権
も
移
転
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
二

点
の
論
拠
に
つ
い
て
、
順
番
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
第
一
の
点
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
供
託
の
方
法
に
よ
る
担

保
提
供
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
担
保
取
消
決
定
の
確
定
の
効
果
と

し
て
、
担
保
提
供
者
は
供
託
物
取
戻
請
求
権
を
行
使
で
き
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
供
託
物
取
戻
請
求
権
に
つ
い
て
転
付
命
令
を

得
た
者
は
、
担
保
提
供
者
の
地
位
の
承
継
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
担
保
取
消
申
立
権
も
承
継
す
る
も

の
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
支
払
保
証
委
託
契
約
の

締
結
の
方
法
に
よ
る
担
保
提
供
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
担
保
取
消
決

定
の
確
定
の
効
果
と
し
て
定
期
預
金
払
戻
請
求
権
を
行
使
で
き
る
よ

う
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
担
保
取
消
決
定
の
確
定
の
効
果
は
、
支

払
保
証
委
託
契
約
の
効
力
が
消
滅
す
る
こ
と
で
あ
り
（
民
訴
規
二
九

条
］
項
二
号
）
、
担
保
提
供
者
は
金
融
機
関
と
契
約
の
効
力
の
消
滅

を
相
互
に
確
認
す
る
だ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
担
保
提
供
者
が
支

払
保
証
委
託
契
約
の
締
結
の
際
に
将
来
の
求
償
権
の
担
保
と
し
て
金

融
機
関
に
対
し
て
定
期
預
金
を
預
け
入
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
担
保

取
消
決
定
の
確
定
に
よ
っ
て
、
定
期
預
金
債
権
に
対
す
る
質
権
設
定

契
約
の
効
力
が
消
滅
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
担
保
提
供

者
は
金
融
機
関
に
対
し
て
定
期
預
金
払
戻
請
求
権
を
行
使
で
き
る
よ

う
に
な
る
の
が
一
般
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、

質
権
設
定
契
約
に
付
さ
れ
た
条
件
が
成
就
し
た
か
ら
で
あ
り
、
担
保

取
消
決
定
の
確
定
の
効
果
で
も
な
け
れ
ば
、
支
払
保
証
委
託
契
約
の

消
滅
の
効
果
で
も
な
い
。

　
次
に
、
第
二
の
点
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
支
払
保
証
委
託
契
約
が

締
結
さ
れ
る
と
き
は
、
金
融
機
関
は
担
保
提
供
者
に
執
行
停
止
決
定

に
お
け
る
保
証
金
額
と
同
額
の
金
銭
を
定
期
預
金
さ
せ
、
こ
の
定
期

預
金
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合
が
多
く
、
銀
行
等
の
実
務
に
お
い
て

両
者
が
一
体
の
も
の
と
し
て
運
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
事
実
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で
あ
る
。
し
か
し
、
大
阪
高
決
平
成
九
年
一
一
月
一
二
日
が
正
し
く

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
支
払
保
証
委
託
契
約
の
締
結
に
際
し
て
求
償

権
の
た
め
の
担
保
を
要
求
す
る
か
ど
う
か
は
金
融
機
関
の
自
由
で
あ

る
し
、
担
保
の
手
段
と
し
て
定
期
預
金
の
積
み
立
て
と
こ
れ
に
対
す

る
質
権
の
設
定
を
選
択
す
る
か
ど
う
か
も
ま
た
金
融
機
関
の
自
由
で

あ
る
。
支
払
保
証
委
託
契
約
締
結
の
制
度
は
、
あ
く
ま
で
も
銀
行
の

支
払
能
力
を
も
っ
て
担
保
提
供
の
方
法
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
定
期
預
金
の
差
し
入
れ
と
こ
れ
に
対
す
る
質
権
の
設
定

は
、
実
務
の
工
夫
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た
求
償
権
の
担
保
の
た
め
の

手
段
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
手
段
に
す
ぎ
な
い
定
期
預
金
払

戻
請
求
権
に
つ
い
て
転
付
命
令
を
得
た
場
合
に
、
担
保
提
供
者
の
地

位
ま
で
取
得
す
る
と
解
す
る
の
は
、
法
論
理
と
し
て
は
飛
躍
が
あ
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
肯
定
説
の
論
拠
は
い
ず
れ
も
採
り
え
な
い
。

四
　
と
こ
ろ
で
、
本
件
の
抗
告
代
理
人
は
、
そ
の
抗
告
理
由
に
お
い

て
、
転
付
命
令
を
得
た
担
保
権
利
者
に
担
保
取
消
し
の
申
立
て
を
認

め
な
い
と
す
る
と
、
「
平
成
一
二
年
四
月
七
日
の
最
高
裁
決
定
平
成

一
一
年
（
許
）
第
四
二
号
の
意
味
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
同
決

定
の
趣
旨
と
も
そ
ぐ
わ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ

い
て
も
、
簡
単
に
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
か
ね
て
よ
り
、
他
人
の
優
先
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
債
権
に
つ

い
て
、
転
付
命
令
に
お
け
る
被
転
付
適
格
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
裁
判
例
や
学
説
に
お
い
て
見
解
が
分
か
れ

　
（
1
0
）

て
い
た
。
本
件
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
支
払
保
証
委
託
契
約
か
ら
生

じ
る
金
融
機
関
の
求
償
権
を
担
保
す
る
た
め
に
定
期
預
金
の
払
戻
請

求
権
に
対
し
て
質
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
払
戻
請
求
権

は
ま
さ
に
他
人
の
優
先
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
債
権
で
あ
り
、
同

決
定
以
前
は
、
転
付
命
令
の
対
象
適
格
自
体
が
争
わ
れ
た
事
例
で
あ

る
。
こ
の
問
題
は
、
転
付
命
令
の
発
令
要
件
と
し
て
の
券
面
額
（
民

執
一
五
九
条
一
項
）
の
有
無
と
い
う
形
で
、
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
て

き
た
。
す
な
わ
ち
、
否
定
説
は
、
券
面
額
と
い
う
要
件
は
簡
明
な
決

済
と
い
う
転
付
命
令
の
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
転
付
債
権

者
が
優
先
権
の
実
効
に
至
る
ま
で
被
転
付
債
権
を
取
り
立
て
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
や
、
優
先
債
権
額
を
控
除
し
た
残
額
に
つ
い
て
の

み
転
付
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

制
度
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
券
面
額
を
有
し
な
い
と
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
同
決
定
は
、
「
質
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
金
銭
債

権
で
あ
っ
て
も
、
債
権
と
し
て
現
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
ま
た
、
弁
済
に
充
て
ら
れ
る
金
額
を
確
定
す
る
こ
と
も

で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
債
権
は
、
法
一
五
九
条
に
い
う
券
面
額

を
有
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
質
権
が
設
定
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さ
れ
て
い
る
金
銭
債
権
で
あ
っ
て
も
、
転
付
命
令
の
対
象
と
な
る
適

格
が
あ
る
」
と
判
示
し
、
肯
定
説
を
と
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

本
件
の
抗
告
代
理
人
が
、
こ
の
判
例
を
引
い
て
自
ら
の
立
論
の
根
拠

の
一
つ
と
し
て
い
る
の
は
、
抗
告
理
由
の
巾
て
力
説
し
て
い
る
主
物

従
物
理
論
を
前
提
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
抗
告
代

理
人
に
よ
れ
ば
、
定
期
預
金
払
戻
請
求
権
と
支
払
保
証
委
託
契
約
上

の
地
位
は
主
物
と
従
物
の
関
係
に
立
ち
、
前
者
が
転
付
命
令
に
よ
っ

て
担
保
権
利
者
に
移
転
し
た
場
合
に
は
、
当
然
に
後
者
の
地
位
も
移

転
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
定
期
預
金
払
戻
請
求
権

の
被
転
付
適
格
を
肯
定
し
て
担
保
権
利
者
へ
の
移
転
を
認
め
た
同
決

定
は
、
同
時
に
支
払
保
証
委
託
契
約
上
の
地
位
が
担
保
権
利
者
に
移

転
す
る
こ
と
も
認
め
た
こ
と
に
な
る
の
て
、
担
保
権
利
者
に
担
保
取

消
し
の
申
立
て
を
認
め
な
い
と
同
決
定
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い

う
論
理
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
、
す
て
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
支
払
保
証
委
託
契
約

と
定
期
預
金
の
差
し
入
れ
に
関
す
る
契
約
の
間
に
は
論
理
的
ま
た
は

本
質
的
な
関
係
は
な
く
、
両
者
を
主
物
と
従
物
の
関
係
て
捉
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
か
り
に
主
物
と
従
物
と
い
う
関
係
で
考
え

る
と
し
て
も
、
担
保
取
消
申
立
権
の
対
象
で
あ
る
担
保
と
は
支
払
保

証
委
託
契
約
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
い
ず
れ
か
を
主
物
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
支
払
保
証
委
託
契
約
の
方
を
主
物
と
い
う
べ

　
　
（
1
2
）

き
て
あ
る
。

五
　
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
定
期
預
金
の
払
戻
請
求
権
に
対

し
て
転
付
命
令
を
得
た
者
が
担
保
取
消
申
立
権
を
も
取
得
す
る
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
件
判
旨
が
採
っ
た
否
定
説
が
妥

当
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
転
付
命
令
を
得
た
者
が
、
現
実
に
定
期

預
金
の
払
戻
し
を
受
け
る
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
が
問
題

と
な
る
。
本
件
の
よ
う
に
、
転
付
命
令
を
得
た
者
が
担
保
権
利
者
で

あ
る
場
合
に
は
、
担
保
権
利
者
と
し
て
担
保
権
を
実
行
す
る
こ
と
に

よ
り
、
被
担
保
債
権
を
回
収
す
る
こ
と
が
て
き
る
。
ま
た
、
支
払
保

証
を
し
た
金
融
機
関
に
担
保
放
棄
の
手
続
き
を
と
る
こ
と
で
も
対
応

で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
担
保
権
利
者
が
金
融
機
関
に
対
し
て
有
し

て
い
る
保
証
債
権
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
預
金
払
戻
請
求

権
に
付
さ
れ
た
質
権
が
消
滅
す
る
の
で
、
定
期
預
金
払
戻
請
求
権
の

承
継
人
と
し
て
、
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
も

　
　
　
　
（
1
3
）

の
と
解
さ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
本
件
の
事
案
と
は
異
な
る
が
、
転
付
命
令
を
得
た

者
が
担
保
権
利
者
以
外
の
第
三
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
担
保
権
を
実

行
し
た
り
放
棄
し
た
り
す
る
こ
と
が
て
き
な
い
。
論
者
の
中
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

債
権
者
代
位
権
の
余
地
を
説
く
も
の
も
あ
る
が
、
転
付
命
令
は
代
物

弁
済
的
効
果
を
有
す
る
か
ら
、
そ
の
確
定
に
よ
っ
て
執
行
債
権
は
券
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面
額
で
消
滅
す
る
の
で
、
債
権
者
代
位
権
の
被
保
全
権
利
と
な
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

き
権
利
が
な
く
な
る
こ
と
に
な
り
、
理
論
的
に
困
難
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
担
保
提
供
者
に
よ
る
担
保
取
消

を
待
つ
し
か
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
担
保
提
供
者
は
、
担

保
取
消
を
し
な
い
限
り
、
金
融
機
関
に
対
し
て
保
証
料
を
支
払
い
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
担
保
提
供

者
が
適
時
に
担
保
取
消
の
申
立
て
を
し
な
い
事
態
は
、
実
際
に
は
ほ

と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
も
、
実
務
上
の

不
都
合
は
生
じ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）
　
た
だ
し
、
昨
今
の
よ
う
に
低
金
利
が
長
期
に
わ
た
っ
て
続
く
時

代
に
あ
っ
て
は
、
経
済
的
な
側
面
で
の
メ
リ
ッ
ト
は
あ
ま
り
な
い
。

（
2
）
上
田
徹
一
郎
H
井
上
治
典
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
伽
』
（
有
斐

閣
二
九
九
二
年
）
五
三
〇
頁
〔
橘
勝
治
〕
等
参
照
。

（
3
）
　
中
野
貞
一
郎
『
民
事
執
行
法
〔
新
訂
四
版
〕
』
（
青
林
書
院
・
二

　
〇
〇
〇
年
）
一
〇
六
頁
注
（
7
）
、
中
務
嗣
治
郎
「
民
事
執
行
法
に
基

　
づ
く
支
払
保
証
－
最
二
判
平
成
一
一
・
四
・
］
六
金
融
・
商
事
判
例

　
一
〇
七
三
号
一
八
頁
を
機
に
ー
」
銀
行
法
務
2
1
五
七
三
号
（
二
〇
〇

　
〇
年
）
一
六
頁
・
一
七
頁
等
参
照
。

（
4
）
　
中
務
・
前
掲
注
（
3
）
一
七
頁
参
照
。

（
5
）
　
本
件
の
先
行
評
釈
と
し
て
は
、
野
村
秀
敏
「
判
批
」
法
教
二
七

　
七
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
〇
頁
、
上
原
敏
夫
「
判
批
」
リ
マ
ー
ク

　
ス
ニ
九
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
］
四
頁
、
平
田
豊
「
判
批
」
判
タ
一

　
一
五
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
一
四
頁
が
あ
る
。

（
6
）
　
高
民
集
三
八
巻
二
号
六
九
頁
、
判
タ
五
六
五
号
一
二
二
頁
。

（
7
）
　
判
タ
九
六
四
号
二
七
二
頁
。

（
8
）
上
田
徹
一
郎
H
井
L
治
典
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
図
』
（
有
斐

閣
・
一
九
九
二
年
）
五
五
八
頁
〔
吉
野
孝
義
〕
、
秋
山
幹
男
ほ
か

　
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
H
』
（
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
二

年
）
九
三
頁
。

（
9
）
塚
原
朋
一
「
判
批
」
金
法
二
］
〇
二
号
（
一
九
九
八
年
）
二
一

頁
・
一
六
頁
、
上
原
敏
夫
『
債
権
執
行
手
続
の
研
究
』
（
有
斐
閣
・

　
一
九
九
四
年
）
二
四
五
頁
、
中
務
・
前
掲
注
（
3
）
二
〇
頁
、
中
野
・

前
掲
注
（
3
）
一
〇
六
頁
注
（
7
）
。

（
1
0
）
　
裁
判
例
お
よ
び
学
説
の
状
況
に
つ
き
、
塚
原
・
前
掲
注
（
9
）
一

　
五
頁
参
照
。

（
1
1
）
　
大
阪
高
決
昭
六
三
・
四
・
二
五
判
時
一
二
七
八
号
八
五
頁
参
照
。

（
1
2
）
　
野
村
・
前
掲
注
（
5
）
］
〇
一
頁
、
上
原
・
前
掲
注
（
5
）
二
一
七

　
頁
。

（
1
3
）
　
大
阪
高
決
平
九
・
二
・
一
二
の
判
決
理
由
、
中
務
・
前
掲
注

　
（
3
）
二
一
頁
、
中
野
・
前
掲
注
（
3
）
一
〇
六
頁
注
（
7
）
、
L
原
・
前

　
掲
注
（
5
）
二
一
七
頁
等
参
照
。

（
1
4
）
　
塚
原
・
前
掲
注
（
9
）
一
七
頁
。

（
1
5
）
　
野
村
・
前
掲
注
（
5
と
〇
一
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
木
　
浩
一
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